
  

  
  

第３８期決算公告 

２０２０年６⽉２９日 

貸借対照表 

（２０２０年３⽉３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

金　　　　額 金　　　　額

4,732,013  2,586,617  

29,564  1,054,365  

4,414,411  339,944  

278,753  901  

7,202  240,576  

2,081  141,627  

73,022  

308,344  

22,205  

38,047  

367,582  

1,321,215  551,131  

845,148  551,131  

316,551  

10,623  

552  

0  

0  

78,966  3,137,748  

437,620  （純　資　産　の　部）

834  2,915,480  

資 本 金 50,000  

6,182  利 益 剰 余 金 2,865,480  

6,182  12,500  

2,852,980  

469,883  850,000  

6,600  2,002,980  

8,188  

414,359  

40,735  

2,915,480  

6,053,228  6,053,228  

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

純 資 産 合 計

負 債 合 計

有 形 固 定 資 産

固 定 資 産

そ の 他

構 築 物

工具、器具及び備品

固 定 負 債

賞 与 引 当 金

利 益 準 備 金

  その他利益剰余金

投 資 有 価 証 券

別 途 積 立 金

そ の 他

投資その他の 資産

土 地

繰 延 税 金 資 産

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

リ ー ス 資 産

電 話 加 入 権

無 形 固 定 資 産

負 債 及 び 純 資 産 合 計

繰越利益剰余金

建 物

船 舶

資 産 合 計

長 期 前 払 費 用

株 主 資 本

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

完 成 業 務 未 収 入 金 短 期 借 入 金

退 職 給 付 引 当 金

未 払 消 費 税 等

業 務 未 払 金

預 り 金

未 払 費 用

流 動 負 債

科　　　　　目 科　　　　　目

（資　産　の　部） （負　債　の　部）

未 払 金

未 成 業 務 支 出 金

未 払 法 人 税 等

未 成 業 務 受 入 金

前 払 費 用

リ ー ス 債 務



  
  

個別注記表 

（２０１９年４⽉１日から２０２０年３⽉３１日まで）  

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記        

１．資産の評価基準及び評価方法   

 （１）有価証券の評価基準及び評価方法          

  その他有価証券︓時価のないもの･･････移動平均法による原価法   

 （２）棚卸資産の評価基準及び評価方法          

    未成業務⽀出⾦･･････個別法による原価法          

 ２．固定資産の減価償却の方法  

 （１）有形固定資産･･････定率法  

 （２）無形固定資産･･････定額法 

 （３）リース資産   

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐⽤年数とし、残存価額を零とする定額法を採⽤している  

 ３．引当⾦の計上基準  

 （１）賞与引当⾦･･････従業員の賞与の⽀給に充てるため、当事業年度に負担すべき⽀給⾒込額を計上している。 

 （２） 退職給付引当⾦･･････従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年⾦資産 

の⾒込額に基づき計上している。  

 ４．完成業務高の計上方法        

完成業務⾼の計上は、業務契約のうち当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものは、

業務進⾏基準（進捗の⾒積もりは原価⽐例法）を適⽤し、その他の業務については業務完成基準を適⽤している。

     



 ５．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項  

 （１）消費税等の処理方法  

 消費税等の会計処理は税抜方式によっている。 

 （２）連結納税制度の適⽤  

    当社は親会社である四国電⼒㈱を連結親法⼈とした連結納税制度を適⽤している。 

 （３）連結納税制度からグループ通算制度への移⾏に係る税効果会計の適⽤  

  当社は、「所得税法等の⼀部を改正する法律」(令和 2 年法律第 8 号)において創設されたグループ通算制度へ

の移⾏及びグループ通算制度への移⾏にあわせて単体納税制度の⾒直しが⾏われた項⽬については、「連結納税

制度からグループ通算制度への移⾏に係る税効果会計の適⽤に関する取扱い」（実務対応報告第 39 号 2020 年

3 ⽉ 31 日）第 3 項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適⽤指針」（企業会計基準適⽤指針第 28

号 平成 30 年 2 ⽉ 16 日）第 44 項の定めを適⽤せず、繰延税⾦資産及び繰延税⾦負債の額について、改正前の

税法の規定に基づいている。  

 

 

  

 


